
〈回答内容〉

１．平成25年度新賃金

定期昇給のみ実施する。なお、標準乗数は４とする。

２．平成24年度夏季手当

（１）支給月数は、2.95箇月分とする。（基準内賃金＋保障措置額）×支給月数

（２）支給日は、6月28日以降準備でき次第とする

新賃金35歳ポイント ３１５，０００円

内訳：基本給 ２７１，９００円

調整手当 ２６，２００円

扶養手当 １６，９００円

役付手当 ０円

夏季手当35歳ポイント ９２９，０００円

ＪＲ東海労働組合 ＮＯ．８５７

２０１３．３.１４

ＪＲ東海労働組合
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201３年度賃金引き上げ、夏季手当及び諸要求に関する第６回団体交渉

会社回答に不満！
ベアゼロ！定昇のみ実施！夏季手当2.95ヶ月！
60歳以上の雇用条件、労働条件について回答なし！

回答では納得できない！
３月14日、本部は2013年度賃金引き上げ、夏季手当及び諸要求に関する第６回団体

交渉を開催し、会社から今次団体交渉に対する回答が示されました。

会社は回答にあたって、「海外景気の下振れが景気を下押しするリスクとなってい

る。多くの労働組合はベースアップ当の賃金引き上げの要求事体を軒並み見送ってい

る。賃金引き上げを行う企業は極めて限定的な状況になっている。東日本大震災の減

収との比較で大幅な増収となったが、景気動向が不透明で楽観視できない」と主張し

ました。会社は新賃金について、５年連続のベアゼロとなる定期昇給のみとし、夏季

手当についても支給月数2.95ヶ月という、私たちの要求にはほど遠いものでした。ま

た、今次団体交渉で大きな要求のひとつであった60歳以降の完全雇用・専任社員の労

働条件の改善については何ら具体的な回答がありませんでした。



総支給額、平均賃金は明らかにすること！
組合：社員の平均賃金を明らかにすること。
会社：この間35歳ポイントで示してきている。平均賃金を明らかにするつもりはない。
組合：社員の総支給額を明らかにすること。
会社：明らかにするつもりはない。
組合：回答は大いに不満であるので持ち帰り検討とする。

以 上

次ページの会社の「回答にあたって」を参照してください。




